
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 生
ロ 書
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1事業の成果

令和3年度は前年に引き続き事業遂行のための資金は一般の方からの寄付によりまりし

世繊 疫病蔓廷のあ、これまで行ってきました国連での活動も控えた一年間でしブL

2 事業の繰鮨

“

こ関する1事項

(1)特定非営禾l師に係る事業 (事業費の総費用【   1千円)

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【    】千円)

届■ロロ嘔
された
亭凛名

利 麟薦 日時 場所 管 番 番
事鶏臓
く千円)

曇轟覇雰麒 麟 日常
日米で作

業所
3-L人

国連各委

員会、一

般市民

多数 0千円

慇安帰等の海

そF慧饉皇装
識を正す資料
の配布

米国人学者
`額

り面肺 日常
日米での

各作業所
3人 一般市民 多数 0千円

膨貯 文資瑠躍腑 日常
日来での

各作業所
3-5人 一般市民 多数 0千円

脇臓ける
日常

日米での

各作業所
5人

政府・議

会関係者

―・般市民

多数 0千円

ホームベージ
の常時更新

日本語・英語HPの交信 日常
日本での

作業所
2人 一般市民 多数 0千円

中銃秘
事業内容 日時 場所

従事者
人数

事業費
(千円)



書式第13号 (法第28条関係)

令和3年度 活動計算書
盤薗日饉匿出&L盟出α饉圏dぬ五凹目餞ぬ

0 輌 小 計・ 合 計

正 員受取会費
賛助会員受取会長

受取寄附金
施設等受入評薔益

457.500

457.5`Ю

受取補助金

亭集取盤 日本における広報活動
事業収益

受取利息

45■500

(1)人件賣
給料手当
役員報酬
退職綸付費用
福利厚生費

(2)その働経費
会臓費
旅費交通費
施設椰評価費用
議価償却費
印刷製本費
寄付金
広報活島費

43.000
0

43.αЮ

40麟 14駐

(1)ハ絆費
役員報酬
給料手当
退職綸付費用
権利厚生費

(2)そω億籠■
~

消耗品費
水道光熟費
通信運搬費
地代家■
旅費交通費
減籠償却費
支払い報酬料
支払手腱膊

0
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書式第15号 (法第28条関係)

金和国目L菫壁対皿壼
特定非営利活動法人 歴史の真実を求める世界連合会

金

現金預金
未収金
棚卸資産
前払費用

2,561,009

19,937

2撻01澳6

車両運搬具
什器備品

ソフトウェア
借地権

敷全
長期貸付金

ｎ

）

ｎ

一

ｎ

一

0

【A

【A】資 産 合 計 ①+② 2,580,946

2

未払金
預り金
未払い費用

長期借入金
退職綸付引当金

ｎ
）
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``

ｎ

〕

2280,009

2_580、940

【B】 負債及び正味財産合針 【B-1】 +【 B-2】 2,580.946
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1 8

科日

■安爆0
実情 :

貴‖整ヨ
(日本■)

英女資料
の整ヨ

日本での
広報活ロ

乗日での
広報活■

素■で0

"餞
0文
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ホーム
ページ0
常時更
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: 経常収益
1.受取會費
2.■取書晴全
a受凛助咸全書
4事彙収菫
6.その1ロエ菫

饉常収菫計

=饉
常費用

(:)人件費
綸‖手当

役員颯■
遇●綸付費用
福祠厚生■

人倅費計
0そ の色饉費

会■費
麟費羮遭費

=餞
●

"口
費用

菫僣償却費
印■襲本費
広報着■■

寄付金

遍●ヨ■■
事薔瞬賃賃斜

壻

"昌
■

■鵬公暉

支払い颯■料
支払手欧‖
その色費用

その住曇費計

経常費用計
当翔饉需増鵬饉

壺理塵豊_■錮■也』豊
特定非営利活動法人 歴史の真実を求める世界連合会

1.重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年 7月 20日 、20:1年 11月 20日 ―都改正 NpO法人会計

基準協臓会)によつています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法    :腋当なし

(2)固定資産の口価償却の方法       :摯 当なし

(3)引 当金の計上基準           :餞 当なし

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合|:麟当なし

(5)消費税等の会計処理          :消 費税●は曇込み方式により儡■しています

2.事業別損益の状況

3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳  :摯当なし

.使途等が制約された寄附金等の内訳 :摯当なし

:麟当なし

:餞当なし

:麟出なし

5.固定資産の増臓内訳

6.借入金の増減内訳

7.役員及びその近親者との取引の内容

8その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明ら
.かにするために必要な事項
・ 事業費と管理費の技分方法        :摯 当なし

の
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書式第17号 (法第28条関係 )

令和3年度 財産目録
特定非営利活動法人 歴史の真実を求める世界連合会

0
:,0:7.287

1.503.722

2.501.000

0

:9,937

0
19,937

現 金預金

収

手元現金
三費UFJ銀行普通預金
ゆうちょ銀行当塵預金

前払費
鷺 ■資料前払い(カ リゴ)

菫 | 2樹m.043

(1)有膠■定資E
車両運搬具

事業用率目

FEfr6_
,\ya,

(a鋼静口定資壼
ソフトウェア

オペレーションシステム
文書■集ソフト

ｎ

）(3)散貴■σ他の資壼

【A`

【A】資 産 合 計 ①+② 2.500.040
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未
建1111時建て書え費用

画 面

ロロロ

長期僣入金

0

【B-1】負 債 合 計 ③+④

2.580.046【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】 ―【B-1】
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書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和3年度年間役員名簿 く前事■年自!=お いて役員であつたことがある全員の氏名及び住層又は■所菫
びにこれら0合についての莉事彙年度における●口の有無を腱●した名簿)

麹塑巴幽測襲Eム」餞庭理圏日堕!登Ш脳輸金

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

口以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

●各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏   名

1

⌒

霞ヽフ
,監事

オカダ マリコ 令和3年 4月 1日

4年:3月 31日

年

年

月

月

日

日岡田 マリ子

2
⌒

理ヽ多)監事
フジイ ノポル 令和3年 4月 1日

4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日藤井 昇

3
⌒

理ヽ」り
'監

事
ホソヤ キヨシ 令和3年 4月 1日

44=3月 31日

年

年

月

月

日

日細谷 清

4
⌒

W監 事
イノウエ クミコ 令和3年3月 31日

4年 3月 31日

■1   月   日

年 月 日井上 久美子

5
⌒

理ヽ多)霊事
アンビル ユミコ 令和3年4月 1日

4‐年3月 31日

年

年

月

月

日

日安轟 優美子

6 監事理事

ノグチ ミユキ 令和

“

円‐月1日

4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日野口 みゆき

7 理 事

ホリノ ヒロシ 令和3年4月 1日

4年 3月 31日

年  月 日

日年   月堀野 浩史

8 理事・監事

年  月  日

年  月  日

年

年

月

月

日

日

9 理事・監事

年  月  日

■=   月   日

年  月  日

年 月 日

10 理事・監事

■1  月   日

年   月   日

年   月 日

日年 月



書式第 4号 (法第 10条・ 第 28条関係 )
。事業颯告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

#E'FEFIES*^ IEOTITT*DEffiIAA

氏   名

1 岡田 マ リ子

2 藤井 昇

3 加瀬 英明

4 井上 久美子

5 高橋 光郎

6 細谷 清

7 堀野 浩史

8 野口 みゆき

9 山本 衛

10 藤田 信勝

11 安蒜 優美子

12 杉原 誠四郎


